
日本列島の地質構造は激しい造山運動や火山活動、多くの構造線や断層などによって複雑な様相
を呈しており、約７割が山地で占められる国土には脆弱な地質が広く分布しています。また、台風や梅
雨前線に伴う豪雨や地震が多発することから、日本は土砂災害が発生しやすいことで知られていま
す。

砂防行政では、多発化・激甚化する土石流、地すべり、がけ崩れ、土砂・洪水氾濫等の土砂災害か
ら、国民の生命、財産を守るため、①ソフト対策（警戒避難体制の整備や土地利用規制等）と、②ハー
ド対策（砂防設備等の整備等）に取り組んでいます。

①ソフト対策に関する業務

②ハード対策に関する業務

土砂災害に対して、円滑な避難の促
進や土砂災害のおそれのある地域で
の開発抑制のため、土砂災害防止法に
基づく土砂災害警戒区域の指定促進
等の、さまざまな取り組みを実施してい
ます。

土砂災害に対して、これを防止するた
め、国直轄や都道府県による遊砂地等
の整備推進や、砂防事業のために必要
な調査・計画・設計に関する技術基準
の作成等を実施しています。

土砂災害警戒区域等

遊砂地の整備

土砂災害警戒判定メッシュ情報

土石流による被害事例

２．業務事例① 土砂災害防止法の取り組み
土砂災害防止法とは、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域につい

て危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対
策を推進しようとするものです。砂防行政においては、土砂災害防止にかかる制度の立案、土砂災害
防止法の改正、土砂災害防止対策基本指針の変更や防災・安全交付金による予算措置等により、地
方公共団体が実施する土砂災害防止のための取り組みを促進しています。
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国土交通省では、火山噴火に伴う大量の土砂流出や深層崩壊の恐れのある地区における対策な
ど、高度な技術や多額の予算を必要とする砂防事業等について、国直轄による整備を実施していま
す。現在は、全国の砂防事務所等において、砂防堰堤や遊砂地等を整備しています。

２．業務事例③ 技術的な検討や新技術の導入

現在、気候変動による降雨特性の変化により土
砂災害の激甚化・頻発化が懸念されています。

そこで、国土交通省では、地域毎の土砂移動現
象及び対策の検討・実施に必要となる関係諸量
の調査・評価手法の高度化等を図り、土砂災害
対策分野における気候変動への適応策の実施に
資するため、「気候変動を踏まえた砂防技術検討
会」を設置し、技術的な検討を進めています。

技術的な検討

国土交通省では、国直轄や地方公共団体による砂防関係事業の実施に必要な調査・計画・設計に
関する技術基準の作成・改定や、現場における安全かつ合理的な施工を可能にする新技術の活用に
取り組んでいます。

新技術の導入

土砂災害の発生した地域における二次災害防
止対策や火山活動の活発な地域における事前
防災対策などでは、工事中の安全確保が重要な
課題となっています。

そこで、国土交通省では、５Ｇ通信を活用した
無人化施工技術などの新技術の導入に取り組
み、安全かつ迅速な整備の実現を目指していま
す。

森林状況の変化と土砂生産形態の変化（イメージ） ５Ｇ通信を活用した無人化施工のイメージ 36

２．業務事例② 国直轄による砂防事業の推進 ⑩砂防


